
第１回第４期つくば市教育振興基本計画策定委員会次第 
 

日 時：令和６年（2024 年）12月 19日（木） 

午後３時から 

場 所：つくば市役所コミュニティ棟１階 会議室１ 

 

 

１ 開  会 
 

２ 委嘱通知書交付 
 

３ 教育長あいさつ 
 

４ 委員長及び副委員長の選出 

 

５ 議事 
 (1) 教育振興基本計画策定委員会の概要及び今後のスケジュールについて 

 (2) 教育振興基本計画の策定にあたって 
 

６ 閉  会 

 



第４期つくば市教育振興基本計画策定委員会 委員名簿 

（任期：令和６年(2024 年)12 月 19 日から令和８年(2026 年)３月 31 日まで） 

 

No. 選出区分 役職名 氏名 備考 

１ (1) 学識経験者 筑波大学教授 樋口 直宏  

２ (1) 学識経験者 茨城大学名誉教授 正保 春彦  

３ (2) 保護者 つくば市 PTA連絡協議会会長 森田 修司  

４ (3) 学校長 谷田部東中学校長 永井 英夫  

５ (3) 学校長 並木小学校長 大村 千博  

６ (4) 幼稚園長 茎崎幼稚園長 富田 昌生  

７ (5) 教育委員 つくば市教育委員 和泉 なおこ  

８ (6) 市民 ― 肥後 範行  

９ (6) 市民 ― 西村 結美  

10 (6) 市民 ― 中郡 奈々  
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第４期つくば市教育振興基本計画策定委員会設置要項 

 

 （設置） 

第１条 第４期つくば市教育振興基本計画の策定に当たり、教育に関する各方面の

意見を反映させるため、第４期つくば市教育振興基本計画策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 第４期つくば市教育振興基本計画（以下「基本計画」という。）の策定に関す

ること。 

(2) その他基本計画策定に関し、必要な事項に関すること。 

 

（構成） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が選任した者 10 人以内をもっ

て構成する。 

 (1) 学識経験者 

(2) 保護者 

(3) 学校長 

(4) 幼稚園長 

(5) 教育委員 

(6) 市民 

(7) その他教育長が必要と認める者 

 

（委嘱期間） 

第４条 委嘱期間は、基本計画の策定終了までとする。 

 

 （委員長及び副委員長） 

資料１ 



第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、構成員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させて意

見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育局教育総務課において処理する。 

 

附 則 

この要項は、令和６年 12 月 19 日から施行する。 



○教育基本法 

平成18年12月22日（法律第120号） 

 

第１条―第１６条 （略） 

（教育振興基本計画） 

第１７条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必

要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表

しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共

団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めな

ければならない。 

第１８条 （略） 

附則 （略） 
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                               ６学推第 1604号 

                           令和６年（2024年）10月 29日 

市内各学校長 様 

                          つくば市教育委員会教育長    

（ 公 印 省 略 ）    

 

令和６年度「幸せな学校づくりに向けたアンケート」の実施について 

  

つくば市では、変化の激しい社会において教育の羅針盤となる「つくば市教育大綱」を令和２年

（2020年）３月に策定いたしました。策定から５年目を迎えるにあたり、その目標と理念の実現度を

把握するため、標記アンケートを実施することといたしました。 

 本アンケートは、外部有識者を交えた「つくば市教育評価懇談会」協力のもと作成しております。

昨年度まで実施した「教えから学び」アンケートに代わり、本年度から５年間にわたり児童生徒の変

容を捉えるアンケートとして予定しています。 

 つきましては、下記のとおり実施いたしますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

                

 

記 

 

１ 実施期間 

   令和６年 10月 29日 (火）～令和６年 11月 14日（木）   

 

２ 対 象 者 

   ４年生から９年生までのすべての児童生徒 

※校内フリースクールに通う児童生徒や外国籍の児童生徒等については、個々の状況に応  

じて可能な限り実施願います。 

 

３ 掲載場所 

   「教育局ライブラリ → 39教えから学びへ → R６アンケート内」 

※各校で Formsの複製は必要ありません。上記リンクを児童生徒に配信してください。 

 

４ 回答結果の送付・活用 

・児童生徒からのアンケートを回収した後、教育局で分析を行い、学校及び教職員への支援の

あり方を見直していきます。 

・教育局で集計した結果は各校に送付します。（回答後１か月程度）学校の現状や課題把握のた

めの客観的な指標の一つとして教員全体で確認いただき、本年度及び次年度以降のよりよい

学校づくりのために御活用ください。 

 

５ 実施上の留意点 

・１人１台端末を活用した Webアンケート方式にて実施願います。 

・アンケート開始前に、実施背景や目的を担当教員から簡潔に伝えてください。 

（[別紙 1]を参照 ※配付の必要はありません） 

・一定の回答の時間（15分程度）を確保の上で、原則として一斉に実施願います。 

・質問内容の詳細につきましては、[別紙 2]を御参照ください。 

・回答結果は、学び推進課に直接送られます。また、本アンケートの結果は児童生徒の成績評

価や、教職員の人事評価には活用しません。 

 

【問合せ先】 

                               つくば市教育局学び推進課 

                               主任指導主事 永岡 範之 

                               指 導 主 事  宮本  聡    

                               電話 883-1111(内線 4710) 

つくば市
テキストボックス
資料４




[別紙 1]アンケート実施の背景について 

      

つくば市では、みなさん一人一人の個性を輝かせ、幸せな学校生活を送りながら、

９年間の教育の中で持続可能な社会の実現に向けて行動できる力を獲得し、将来に

おいても幸せな人生を送ることができるようになってほしいと願っています。 

そのために、これからの変化の激しい社会において、教育に関わる全ての人にとっ

て、教育の羅針盤となるような「つくば市教育大綱」を、令和２年(2020 年)３月に

策定しました。そこでは、「一人ひとりが幸せな人生を送ること」を最上位の目標に

掲げるとともに、つくばの教育が目指す考え方の転換を図るための理念が示されて

います。 

その策定から５年となる本年度、「つくば市教育大綱」の目標と理念が、どの程度

理解され、実行されているかを測るために、アンケート調査を行うことにしました。

アンケート調査の対象は４年生から９年生です。 

回答の結果は、みなさんの成績評価に活用されることはなく、Web上にて学校を通

さずにつくば市教育委員会に直接送られます。学校生活に関するアンケートの質問

に、素直な気持ちで答え、みなさんの本音をぜひ届けてください。 

つくば市では、その結果を把握、分析し、児童生徒のみなさんにとって、よりよい

学校生活が送れるよう、改善に生かしてまいります。児童生徒のみなさん、回答のご

協力を、どうぞよろしくお願いします。 

              令和６年(2024年)１０月 

つくば市教育委員会教育長  森田 充 
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 教育振興基本計画の策定にあたって 

  
 
 

１ 計画策定の趣旨 

令和３年（2021年）３月に、令和７年度（2025年度）までの５年間を計画期間とした「第

３期つくば市教育振興基本計画」を策定し、「夢に向かってよりよい未来をひらく「学び」

の実現」を基本理念に掲げ、各人の違いが受容され、人と人とがつながり、全ての人が自

分の興味のあることや夢に向かって学ぶことができる教育を実現し、よりよい未来をひら

く力を育成してきました。 

この間、人口減少や少子・高齢化、グローバル化の進展、デジタルトランスフォーメー

ション（DX）の進展等、社会情勢が急速に変化する中で、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大や国際情勢の不安定化という予測困難な時代の象徴といえる事態が発生しました。 

また、経済的な豊かさのみならず、精神的な豊かさや健康までを含めて幸福や生きがい

を捉える「ウェルビーイング（Well-being）」という考え方が重視されてきています。 

そのような中、子どもたちの「生きる力」をさらに伸ばし、社会の急速な変化に対応し、

自立して主体的に社会に関わり、未来に向けて新たな価値を創造できる力を育むことが重

要になっています。 

また、いじめ・不登校など課題を抱える子どもたちへの支援、部活動改革、学校におけ

る働き方改革、施設の老朽化への対応などの課題に対応した施策の展開が求められていま

す。 

こうした社会の急速な変化や課題への対応が求められる中、令和７年度（2025年度）で

「第３期つくば市教育振興基本計画」の期間が終了することから、国及び茨城県の教育振

興基本計画に定める基本的な方向性を踏まえつつ、社会情勢の変化、本市のこれまでの取

り組み状況や課題等を踏まえ、令和８年度（2026年度）以降の５年間で取り組むべき施策

の方向性を明らかにする「第４期つくば市教育振興基本計画」を策定します。 

  

資料５ 
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２ 国の動向 

第４期教育振興基本計画の閣議決定 

（令和５年（2023 年）６月 16 日 閣議決定） 

令和５年（2023年）６月に中央教育審議会の答申に基づき、教育基本法第17条に基づく

「第４期教育振興基本計画」が閣議決定されました。 

総括的な基本方針・コンセプトとして、「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の

創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」が掲げられています。

また、総括的な基本方針の下、以下の５つの基本的な方針を定めています。 

・グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成  

・誰一人取り残されず、すべての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の

推進  

・地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

・教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進  

・計画の実効性確保のための基盤整備・対話 

 

 

３ 県の動向 

茨城県では、令和元年（2019年）８月に、茨城県総合計画の教育、学術及び文化に関す

る部分をもって茨城県教育大綱としています。 

また、令和４年（2022年）３月に、茨城県総合計画の教育に関する部分をいばらき教育

プランとして位置付けています。 

 

 

４ 市の動向 

つくば市では、令和２年（2020年）３月に、つくば市の教育の根幹となるつくば市教育

大綱を策定しました。 

教育大綱では、「一人ひとりが幸せな人生を送ること」を最上位の目標としており、一人

ひとりの違いが受容され、多様で豊かな個性が発揮される環境のもと、一人ひとりが自己

実現し、社会力が育つことを目指し、つくばで目指す考え方の転換として以下の３つの柱

を掲げています。 

・「教え」から「学び」へ 

一斉・一方向教育から個別・双方向の学びへ 

・「管理」から「自己決定」へ 

受動から能動へ 

・「認知能力偏重」から「非認知能力の再認識」へ 

知識偏重の教育から全人教育へ  
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５ 計画の位置づけ 

本計画は、教育基本法第17条第２項の規定に基づき、国の第４期教育振興基本計画（令

和５年（2023年）６月16日閣議決定）を参酌し、本市の実情に応じた教育を振興するため

の基本的な計画です。 

また、本計画は、つくば市の目指すまちの姿を示した「つくば市未来構想」と、その実

現のための「第３期つくば市戦略プラン」及び令和２年（2020年）３月に策定された「つ

くば市教育大綱」との整合性を確保し、策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 計画の対象 

本計画は、幼児・児童・生徒を主な対象にするとともに、社会教育・生涯学習の視点に

基づき、広く市民を対象とします。 

 

  

つくば市教育大綱 

つくば市 

教育振興基本計画 

教育振興基本計画（国）

茨城県教育プラン 

つくば市未来構想 

つくば市戦略プラン 
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７ 計画期間 

計画期間は、令和８年度（2026年度）から令和12年度（2030年度）までの５年間としま

す。 

計画期間 

 

年度 
Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

つくば市 
未来構想 

        

教育大綱         

教育振興 
基本計画 

        

 
 

第４期つくば市教育振興基本計画 

未来構想 

第２期戦略プラン 第３期戦略プラン 

前期計画 

つくば市教育大綱 

次期 

戦略プラン 



つくば市
テキストボックス
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つくば市
四角形

つくば市
テキストボックス
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